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一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
総
理
発
言
」
は
、
原
子
力
資
機
材
等
の
移
転
を
含
む
国
際
協
力
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
を
示
し
た
も
の

で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
形
で
技
術
を
提
供
す
る
か
と
い
う
具
体
的
な
態
様
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

政
府
の
原
子
力
資
機
材
等
の
移
転
を
含
む
国
際
協
力
に
関
す
る
計
画
や
決
定
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
平
成
二
十
六
年
四

月
十
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
」
や
、
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
三
日
に
改
訂
さ
れ
た
「
イ
ン
フ

ラ
シ
ス
テ
ム
輸
出
戦
略
」
に
お
い
て
、
原
子
力
分
野
に
お
け
る
国
際
的
な
協
力
の
推
進
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

原
子
力
資
機
材
等
の
移
転
を
含
む
国
際
協
力
を
行
う
具
体
的
な
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
特
定
す
る
も
の
で
は

な
い
と
考
え
て
い
る
。

四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

例
え
ば
、
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日
の
Ｇ
�
伊
勢
志
摩
首
脳
宣
言
に
お
い
て
、
「
原
子
力
は
、
将
来
の
温
室
効
果
ガ

一



ス
排
出
削
減
に
大
い
に
貢
献
し
、
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
電
源
と
し
て
機
能
す
る
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
世
界
に
お
い
て

は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
全
保
障
、
経
済
性
、
環
境
適
合
性
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
原
子
力
発
電
所
建
設
の
計
画
を
進
め
て
い
る

国
は
多
く
あ
る
。
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
（
以
下
「
原
発
事
故
」
と
い
う
。
）
後
に
お
い
て
も
、

我
が
国
の
原
子
力
技
術
に
対
す
る
期
待
が
幾
つ
か
の
国
か
ら
表
明
さ
れ
て
い
る
。

原
子
力
資
機
材
等
の
移
転
を
含
む
国
際
協
力
に
つ
い
て
様
々
な
御
意
見
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
政
府
と
し
て

は
、
原
発
事
故
の
経
験
と
教
訓
を
世
界
と
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
世
界
の
原
子
力
安
全
の
向
上
に
貢
献
し
て
い
く
こ
と
が

我
が
国
の
責
務
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
相
手
国
の
事
情
や
意
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
世
界
最
高
水
準
の
安
全
性
を
有
す
る
技

術
の
提
供
を
進
め
て
い
く
と
い
う
の
が
、
原
発
事
故
後
か
ら
続
く
政
府
の
一
貫
し
た
考
え
方
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
我
が
国
の
原
子
力
技
術
に
対
す
る
期
待
に
事
業
者
が
ど
の
よ
う
に
応
え
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
発

電
を
め
ぐ
る
事
業
環
境
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
営
判
断
に
基
づ
き
、
各
事
業
者
に
お
い
て
適
切
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考

え
て
い
る
。

二


